
「手づくり市」での出展条件は原則、自らつくった物としております。 

そのため手づくり市では、生産者が特定できない野菜・果実の販売はできません。 

 

「野菜・果実・キノコ等出展届け」に、生産者の氏名・住所・電話番号・作物・数量・収穫日を記入し、  

市当日、受付にて「野菜・果実・キノコ等出展届け」を提出してください。 


